
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
に
納
付
さ
れ
る
あ
へ
ん
の
収

納
価
格
を
、
令
和
八
年
度
に
お
い
て
は
あ
へ
ん
に
含
有
さ
れ
る
モ
ル
ヒ
ネ
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
十
四
万
二
千
五
百
円
と
定

め
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

 

 

令
和
八
年
度
産
あ
へ
ん
の
収
納
価
格
を
定
め
る
件 


